
令和７年度

経営事項審査概要説明

令和７年６月 三重県県土整備部建設業課

この内容は掲載時点のものであり、今後変更となる可能性がありますのでご留意願います。



■ご説明内容

１．経営事項審査の主な変更点

２．経営事項審査申請の概要
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経営事項審査の主な変更点

１．令和７年４月からの経営事項審査申請の主な変更点（様式、審査）

２．技術職員に係る加点の変更

 「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」

（令和５年５月施行）に伴う、経審の技術職員に係る加点の変更

 

３．「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実

施状況」（W1-10 ）

※令和５年１月１日改正のうち、令和５年８月１４日以降を審査基準日とする

申請で適用となっている項目
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令和７年４月からの経営事項審査申請の主な変更点

（前回（R6.10月版）からの変更点）

https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001128493.pdf

【記載内容の変更】

・建設機械の保有状況一覧（様式の「種別または規格」列について締固め
用機械・解体用機械の種別を記載する形に変更。解体用機械については
ベースマシン・解体用アタッチメントの2段記載）

【添付書類の追加】

・建設機械の保有状況

→特定自主検査記録表がない場合、 カタログ等の提出・提示が必要
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令和７年４月からの経営事項審査申請の主な変更点

【審査等に係る変更点】

 ①確定申告書の受付印・・・令和7年1月以降申告分からは受付印のないものでよい

 ②健康保険証の取り扱い・・・有効期限までまたは令和7年12月1日までは使用可能

 ③業種追加時の提出書類の簡略化・・・経営事項審査を受審後に業種を追加した場合の

 再度の受審の際の書類を簡略化
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【参考】令和６年４月からの経営事項審査申請の主な変更点
【審査等に係る変更点】

①郵送受付の〆切日・・・審査予約日の前日までから前々日までに変更

 ②提出書類・・・Ａ４片面で印刷（従来明記なし）

 ③新規の実務経験証明書の内容確認

・・・従来、審査当日に提出された場合は、後日確認を行っていたが、この運用を見直し。

→技術職員名簿に新規で実務経験で計上する場合は、事前に余裕をもって管内の

建設事務所へ提出してください。（様式第９号実務経験証明書及び契約確認、在籍

確認資料が必要です。）

④自動車車検証（Ｒ5.1.4交付分以降は自動車検査証記録事項）

・・・審査基準日後に発行されたものは不可を追記。

⑤建設機械の保有状況一覧

・・・移動式クレーンは「刻印番号」を記入を追記。（「型式/製造番号」の箇所）
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技術職員に係る加点の変更（改正概要）

（１）技術検定の受検資格の見直し

技術検定合格者の技術力の水準を維持しつつ技術検定制度の

合理化を図ることとし、令和６年度以降の受検資格を以下のとお

りとする。

・１級の第１次検定は、１９歳以上（当該年度末時点）であれば受検可能

・２級の第１次検定は、１７歳以上（当該年度末時点）であれば受検可能（変更なし）

・１級及び２級の第２次検定は、第１次検定合格後の一定期間の実務経験で受検可
能（なお、令和１０年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による２次検定受
検が可能）
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（２）一般建設業許可の営業所技術者等の要件の緩和
１級の第１次検定合格者を大学指定学科※卒業者と同等とみなし、
また、２級の第１次検定合格者を高校指定学科※卒業者と同等とみ
なすこととする。
※指定学科とは、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第１条に掲げ
る学科をいい、建築学や土木工学に関する学科等がこれに該当します。

スケジュール
①一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和

⇒令和５年７月１日（土）

②技術検定の受検資格の見直し

⇒令和６年４月１日（月）
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〇経営事項審査申請における技術職員コード表：

（令和５年７月１日以降を審査基準日とする申請で使用）

三重県HP「建設業のための広場」

http://ss140094/KENGYO/HP/m0158300128_00001.htm

〇今回の制度改正に関する詳細：

国土交通省HP

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_
hh_000001_00176.html
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国土交通省ＨＰより
（https://www.mlit.go.jp/tochi_
fudousan_kensetsugyo/const/c
ontent/001397215.pdf）
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国土交通省ＨＰより
（https://www.mlit.go.jp/tochi_
fudousan_kensetsugyo/const/c
ontent/001397215.pdf）
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■項番５４

「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な

措置の実施状況」

⇒様式第６号（誓約書）が必須
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